
訪問看護料金表(介護保険）
訪問看護

（要介護）

３０３単位 ３１４単位

４５１単位 ４７１単位

７９４単位 ８２３単位

　　１，０９０単位 １，１２８単位

１日１回２０分

１日２回以上

初回加算（Ⅰ）　 　

2024年6月改定

３５０単位

中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の１０％を加算

基

本

報

酬

加

　

　

算

作業療法士

※１３ヶ月目

より所定単位数

から１回につき

５単位を減算

初回加算　（Ⅱ）

　　新規に訪問計画書作成時算定
３００単位

退院時共同指導加算

　　訪問看護師が居宅における

　　療養上必要な指導を行った場合に

　　月１回算定

６００単位

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）

　　同意のもと実施
契約により毎月５７４単位

６０分以上９０分未満

２８4単位 ２９４単位

所定単位数の５０％ 所定単位数の９０％

サービス内容
介護予防訪問看護

（要支援）

２０分未満

（週１回以上の訪問看護を算定している場合のみ）

２０分以上３０分未満

３０分以上６０分未満


